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児童手当の受給には申請が必要です！

続けて児童手当を受給するには、現況届の提出が必要です！

児童手当の受給には申請が必要です！
　児童手当制度は、義務教育終了までの児童を養育している方を対象に児童手当等を支給し、家庭におけ
る生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目
的としています。

続けて児童手当を受給するには、現況届の提出が必要です！
　現在、児童手当を受給している方は、毎年６月に現況届の提出が必要です。この届は、毎年６月１日に
おける状況を記入し、引き続き児童手当等を受給する要件があるかどうかを確認するためのものです。こ
の届の提出がないと、６月分以降の手当が受給できなくなります。

■提出期限　６月28日（金）

申請先・問合せ　福祉こども課　☎029－353－7265（直通）

※現在、児童手当を受給されている方には、個別に現況届の
　提出についての通知を送付します。必要事項を記入し、押
　印のうえ、必要書類を添えて提出してください。

①健康保険被保険者証の写し
　※受給者が被用者である場合
②その他、必要に応じて提出する書類あり

〔現況届に必要な添付書類等〕

■支給対象
　中学校卒業までの児童を養育している方
※15歳の誕生日後の３月31日まで

※所得が所得制限限度額以上の場合は、特例
　給付として月額一律5,000円を支給します。

■認定請求について
　出生・転入等で新たに受給資格が生じた場合、認定請求書
の提出が必要です（公務員の場合は勤務先へ提出）。児童手当
は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の
消滅した日の属する月分まで支給されます。

■支給時期
　原則として、毎年６月・10月・２月に、
それぞれの前月分までの手当を支給します。

児童の年齢

中学生  　　　

３歳未満  　　
３歳以上～  　
  小学校修了前

一律 10,000円

一律 15,000円
10,000円

（第３子以降15,000円）

児童手当の額
（１人あたりの月額）

①健康保険被保険者証の写し
　※請求者が被用者である場合
②請求者名義の金融機関口座の通帳またはキャッシュカー
　ドの写し
③請求者及び配偶者の個人番号（マイナンバー）がわかるもの
④本人確認書類（運転免許証など）　⑤印鑑
⑥その他、必要に応じて提出する書類あり

〔認定請求に必要な添付書類等〕

問合せ  農業政策課
　　　  ☎029－288－3111
　　　　　　 　（内線254）

　城里町地域おこし協力隊の連載、６月号は
井口健司が担当します！

―城里町地域おこし協力隊― Vol.38
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▲ソラマメ用支柱を自作している様子


